
障害企画課企画係です。
私の方からは、障害者虐待防止についてご説明させていただきます。
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本資料では、

・障害者虐待とは何か
・どのような対応が求められるのかなど

障害者虐待について 概要と対応に分けて説明いたします。

普段施設で行っている虐待防止研修などで学んだことを
本資料で再度確認し、今後の支援に活かしていただければと
思います。
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概要の項目では
そもそも虐待とはどのようなものなのか、障害者虐待防止法の目的は何か、等に
ついて説明いたします。
また、厚生労働省が毎年行っている障害者虐待に関する調査結果の一部を取り上
げ、
全国の虐待動向を紹介いたします。

対応の項目では
虐待の発生要因や未然防止策、発見時の対応についてご説明いたします。

その他の項目では
虐待防止委員会、身体拘束適正化委員会など、令和４年度から義務化された項目
について説明いたします。
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まず、障害者虐待に関して説明いたします。

虐待とは、保護、監督すべき権限や責務のある立場の人からの権限の乱用、不適
切な使用です。

障害者虐待防止法では、
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであること、
また、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが
極めて重要であるとしております。

障害者虐待を一言で具体的に表現すると
『障害者の生命・身体・精神・権利・財産が侵害されること』といえます。
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障害者虐待防止法第一条によれば、
障害者に対する虐待の禁止
虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置
等を定めることにより、障害者虐待の防止等に関する施策を促進し、
障害者の権利擁護に資することを目的としております。

虐待行為自体や虐待行為を行った者・施設 を罰するための法律ではありません
が
一方で虐待行為は内容や程度に応じて警察と連携し対応を行う場合もあります。
その場合、虐待行為は刑法に基づき罰せられる可能性もあります。
具体的には、後述の虐待５類型のパートでご説明いたします。
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障害者虐待防止法では
障害者虐待を養護者による虐待、施設従事者等による虐待、使用者による虐待
の3つの分類に分けております。

また、障害者虐待には
身体的虐待、性的虐待、心理的虐待
放棄・放置（ネグレクト）、経済的虐待
の５つの類型があります。

『障害者福祉施設従事者等』には、
管理者や支援員だけでなく、事務員や調理員、運転手など
施設に従事するすべての方が含まれます。

上記の通り、虐待には5つの類型がありますが、
それぞれの具体例をいくつか列挙することはできるでしょうか
次のパートでは、類型ごとに具体例を挙げて確認していきます。
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身体的虐待は
暴力的行為や乱暴な扱い、正当な理由のない身体拘束を行うことです。

叩く、蹴る等よく例示されるもののほかにも
熱いシャワーでやけどをさせるような暴力的行為、
医学的診断や個別支援計画等に位置づけられておらず
身体的苦痛や病状悪化を招く行為を強要するなど障害者を乱暴に扱う行為や
正当な理由のない身体拘束などが該当します。

また、令和4年度から身体拘束適正化委員会の設置・運営が義務化されました。
すでに各事業所で取り組みを進められていることかと思いますが、
身体拘束の定義や要件などを再度確認してください。

なお、身体的虐待は、刑法では
第204条（傷害罪）、第208条（暴行罪）、第220条（逮捕監禁罪）等に
該当する場合があります。
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性的虐待は
障害者にわいせつな行為をすること、またはさせることです。
具体例としては
キス、性的な行為の強要、本人の前でわいせつな言葉を発する、または会話する、
着替え等の介助がしやすいという目的で、上（下）半身を裸のままや下着のまま
で放置する
などがあげられます。

セクシャルハラスメントも性的虐待に該当する場合があることや
被害者の性別は問わないことにも注意が必要です。

なお、性的虐待は、刑法では
第176条（強制わいせつ罪）、第177条（強制性交等罪）等に該当する場合があ
ります。
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心理的虐待は
暴言や拒絶的な対応、差別的発言等、障害者に心理的外傷を与える言動です。

主な具定例として、1つ目は、威嚇的な発言が挙げられます。
記載したような事項のほか
施設等に入所している方に対して「ここにいられなくなるよ」「追い出す」など
と言って脅すことや
「給料もらえないですよ」などと威圧的な態度を取ることも該当します。

2つ目は、侮辱的な発言や態度です。
日常的にからかったり、「バカ」などと侮辱的なことを言うことや、子ども扱い
することです。

3つ目は、交換条件の提示です。
「これができたら買ってあげる」などと交換条件を提示することです。

子ども扱いとは、「大人に対しては行わない対応」と表現できます。
例えば 「○○ちゃん、えらいね」は、子ども扱いに該当しますので「○○さ
ん、すごいですね」等の表現が適切といえます。

なお、心理的虐待は、刑法では
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第222条（脅迫罪）、第223条（強要罪）、第230条（名誉棄損罪）等に該当する
場合があります。
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放置・放棄、ネグレクトは
必要とされる支援や介助、状態に応じた診療や支援を怠り、
障害者の生活環境・心身の状態を悪化させること等が該当します。

主な具体例としては
車いすや補聴器など必要な用具の使用を限定し、障害者の要望や行動を制限する
ことや
利用者間の暴力行為を認識していながら対応しないこと等が挙げられます。

利用者間の口論や悪口等の放置もネグレクトに該当します。
利用者から求めがあった場合だけでなく、
職員が異変に気づいた時点で適切な対応を行うことが重要です。

なお、放置・放棄、ネグレクトは、刑法では
第235条（窃盗罪）、第246条（詐欺罪）、第252条（横領罪）等に該当する場合
があります。
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経済的虐待は、本人同意のない財産の処分や本人の金銭の使用制限を行うことが
該当します。
なお、ここでいう本人の同意は表面上同意しているように見えても、
本心からの同意かどうかを見極める必要があります。

具体的には
年金や賃金を管理して渡さないことや本人の財産を、本人が知らない又は
支払うべきではない支払いに充てること、本人に無断で親族にお金を渡す、貸す
などが挙げられます。

不当な使用だけでなく、不当な制限も経済的虐待に該当します。
また、部屋の清掃の際、利用者の持ち物を同意なしに処分することも
経済的虐待に該当する場合があります。

例えば、利用者の財産管理に当たっては、預金通帳と印鑑を別々に保管すること
や、適切な管理
が行われていることを複数人で常に確認できる体制で出納事務を行うこと、
個人別出納台帳などを備えることなど、事業所として適切な管理体制を確立する
必要があります。

なお、経済的虐待は、刑法では
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第235条（窃盗罪）、第246条（詐欺罪）、第252条（横領罪）等に該当する場合
があります。

ここまで、主な虐待５類型の具体例を挙げましたが、厚生労働省が作成した
「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」では
その他の具体例についても掲載しております。

なお、参考資料のURLについては、本資料の最後に掲載しておりますのでご活用
下さい。
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続いて、厚生労働省が行った障害者虐待に関する調査結果より
全国の虐待動向についてご紹介します。

令和２年度障害者虐待防止法対応状況調査報告書によれば
令和２年度における全国の施設従事者等による虐待の相談・通報件数は2,865
件、虐待として判断した件数は、632件となり、いずれも前年度比で増加してい
ることが分かります。
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虐待類型の構成割合は、グラフの通りで、
全虐待事案の中で、身体的虐待の割合がおよそ５割、心理的虐待の割合がおよそ
４割を占めてます。

被虐待者の障害種別は、知的障害の方の被害が突出して多い状況です。
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続いて、
対応の項目では
厚生労働省の調査結果も踏まえた虐待の発生要因や未然防止策、
発見時の対応などについてご説明いたします。
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まずは、虐待の発生要因について説明します。

厚生労働省の調査によると、全国の虐待の発生要因上位５項目は、表の通りの結
果となっており
教育・知識・介護技術等に関する問題がおよそ７割を占めております。
そのほか、職員のストレスや感情コントロールの問題、倫理観や理念の欠如がお
よそ５割を占めております。

発生要因は、サービス類型によって異なっており、
障害者支援施設では
「職員のストレスや感情コントロールの問題」が最も高く
生活介護や就労継続支援Ｂ型、放課後等デイサービスでは
「教育・知識・介護技術等に関する問題」
共同生活援助では「倫理観や理念の欠如」が最も高くなっています。
これを虐待類型別で見ると、
身体的虐待や心理的虐待、放棄・放置（ネグレクト）では
「教育・知識・介護技術等に関する問題」が最も高く、
性的虐待や経済的虐待では
「倫理観や理念の欠如」が最も高い要因として挙げられています。

実務の蓄積（OJT)だけでなく、知識獲得のための研修の実施や
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職員間での支援方法の確認等を通じて、適切な知識・技術の獲得を目指すことが
虐待防止につながります。
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施設従事者等による虐待行為を防止するためには、
何よりまず障害者の人権の尊重や障害者虐待について、
管理者・職員が自ら高い意識を持つことが重要です

職員個人が支援技術を高めるだけでなく、組織としてもノウハウを
共有し蓄積することが重要です。
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未然防止に向けた取り組みとしては
OJTによる支援技術の向上や、研修の受講だけでなく、
WEBや書籍等を活用した障害特性理解や支援に関する考え方の深化等も虐待防
止に有効です。

例えば、WEBで支援に関することを検索した時は、
目的のページ・内容を職員間で共有することも有効です。
一人の職員が調べたということは、他の職員も検索する可能性があります。
日々使用する引継ぎノートに印刷した検索結果を綴じる、組織内で使用している
電子掲示板で共有する等を行い、
自分だけでなく他の職員も知識を獲得できるよう、組織として知識の蓄積に取り
組みましょう。
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その他の未然防止策として主なものは、

・チェックリストによる支援方法や職員の心身状態の定期確認
・危険行為や不適切支援が確認された場合の対応方法の整備
・各種研修の実施による職員の知識・技術の向上
・外部研修の受講

などが挙げられます。
ここでは詳しくは触れませんが
その他にも、「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」に
虐待を防止するための体制整備、研修を実施する上での留意点や
虐待を防止するための取組事例が掲載されているので改めてご確認ください。

虐待行為を未然に防ぐためには
職員一人ひとりが支援の意識・倫理観を高く持つことが重要です。
自分の支援だけでなく、周りの職員の支援にも気を配り、
虐待防止や権利擁護の意識を常に持ち、
施設全体で支援の質の向上に取り組みましょう。
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虐待疑い行為を発見した場合は、まずは被虐待者の安全確保が最優先です。

引き離す、支援に入らせないなどの加害職員との分離や
被虐待者に怪我がないか、精神状態に問題がないかなど心身状態の確認も必要で
す。

その後は、「すぐに仙台市に通報し、通報した旨を上司に報告」するなど
施設ごとに決められた虐待発見時の対応フローに沿って対応します。
その際、上司への報告は必須ではないことを職員に周知しておきます。
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続いて虐待の通報義務に関して説明します。

ここで大事なのは、
明らかに虐待を受けた場面を目撃した場合だけでなく
虐待を受けたのではないかと疑いを持った場合は、
事実が確認できなくても通報する義務があることを意味しています。

利用者（障害者）の権利を守ることが重要になるため、
虐待が疑われる行為を覚知した時点で、対応が必要です
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例えば、
運営しているグループホームに他害行動をとる利用者がおり、
支援に難しさを感じているという悩みがある など

「分からないまま」や「悩みながら」行う支援が、虐待行為につながることもあ
ります。
支援について悩んだ時は、表の機関へご相談ください。
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そのほか、

相談先が分からない場合は、仙台市で作成している
『ふれあいガイド（障害者保健福祉のあんない）』
の相談の窓口に関するページもご確認ください。
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以上、障害企画課企画係からは、
障害者虐待防止について、 概要と対応に分けて説明いたしました。

今回の資料に加え、参考資料して提示した
「障害者福祉施設等における障害者虐待の対応と手引き」等を
確認しながら、障害者虐待対応に関する理解を更に深め、

障害のある方が安心し、安定した生活を送ることができるよう
取り組んでいただきたいと思います。
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続いて、制度改正に関するご案内です。

令和4年4月1日から障害福祉サービス事業所等において、

虐待防止委員会

身体拘束等適正化委員会 の設置・運営が義務化されました。

すでに取組みは進めていただいているところですが
別冊「障害者虐待防止に係る取組み・身体拘束等の
適正化に係る取組みの義務化について」を改めてご確認ください。
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最後に参考資料のご案内です。

参考資料のうち、今回の説明に関して詳細を記載している
「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」は
障害福祉サービス事業所等に義務化された虐待防止委員会の設置、虐待防止
責任者の配置、研修の実施等を含む、改正後の運営基準などの記載を加え
令和４年４月に改訂されております。
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また、「障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例
集」は

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定により
職員への研修実施、虐待防止委員会の設置、虐待の防止のための責任者の設置な
どが
令和４年度から義務化されることを踏まえ
虐待防止委員会の設置を軸とした利用者の権利擁護・虐待防止等の取組のポイン
トを
紹介している資料です。

小規模な事業所における体制整備や複数事業所による共同・連携など
事業所が取り組みやすい手法も含めて紹介しておりますので
各事業所における体制整備に向けてご活用ください。
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